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（午前 ９時５９分 開会） 

 

○戸上 健委員長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから予算決算常任委員会を開会します。 

  審査に入る前に申し上げます。橋本委員から、本日の委員会については体調不良のため欠席する旨の連絡が

ありましたので、ご承知おき願います。 

  当委員会に付託されました案件は、議案第２２号、平成２９年度鳥羽市一般会計補正予算（第７号）、議案

第２３号から議案第２７号までの５つの特別会計補正予算（各１号）と議案第２８号、平成２９年度鳥羽市水

道事業会計補正予算（第２号）の７件であります。 

  審査に入る前に、委員各位及び執行部の皆様に一言お願いを申し上げます。 

  議案の審査は、議案番号順に行います。毎回申し上げ、ご協力いただいておりますが、議案の審査に当たり

ましては、委員の皆様には予算に対する質疑にとどめていただき、効果や成果など決算につながるような質問

は控えていただきますようお願いします。また、関連する質疑につきましても、なるべくその都度ご発言をい

ただき、質疑が重複しないようお願いします。 

  なお、発言の際は、必ず委員長の許可を得た後、発言を行っていただくようご協力をお願いします。 

  執行部の皆様に申し上げます。議案の説明については、鳥羽市一般会計及び特別会計補正予算書、企業会計

補正予算書並びにそれぞれの予算説明資料でお願いするわけですが、補正予算書の説明欄に沿って進めてくだ

さい。また、人事異動に伴う人件費の減額補正による場合は、詳細な説明は省略していただいても構いません。

予算説明資料にも記載をいただいていますが、各所管課の各事業について説明をしてください。説明時の発言

については、必ず委員長の許可を得てから行ってください。あわせて、必ず所属、係名、氏名を名乗っていた

だきますようご協力をお願いします。 

  いろいろと申し上げましたが、議案の審査に入ります。 

  それでは、議案第２２号、平成２９年度鳥羽市一般会計補正予算（第７号）について、予算の概要と歳入及

び第２表地方債補正について、担当課長の説明を求めます。 

  副市長。 

○立花副市長 副市長の立花でございます。おはようございます。 

  予算決算常任委員会の補正予算審査に当たりまして、私から補正予算の概要についてご説明申し上げます。 

  議案第２２号、平成２９年度鳥羽市一般会計補正予算（第７号）につきましては、歳入歳出ともそれぞれ

２億４,１７０万円を追加し、補正後の総額を１１６億１,６３０万円とするものです。 

  歳入予算の主なものにつきましては、国・県の補助事業実施に伴う国・県支出金の増額として８９０万

８,０００円、ふるさと納税寄附金や種苗放流事業費寄附金として１億１３０万円、ふるさと納税の増加に伴

う事務経費の財源として、ふるさと創生基金からの繰入金８,６８１万２,０００円などを計上しております。 

  歳出予算の主なものにつきましては、各費目の給与等管理費などにおける人件費を計上するほか、ふるさと

納税寄附金や種苗放流事業費寄附金の基金積立金で１億１３０万円、離島振興事業で５０万８,０００円、地

域振興事業で８,６４８万８,０００円、移住・定住促進事業で３２万４,０００円、急傾斜地崩壊対策事業で
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１２０万円、消防車両等整備経費で９８万２,０００円、文化財保護事業で６２８万２,０００円などを計上し

ております。また、地方債補正につきましては、急傾斜地崩壊対策事業負担金ほか１件を追加し、限度額、起

債の方法などを定めております。 

  続きまして、特別会計についてご説明申し上げます。議案第２３号から第２７号までの特別会計補正予算に

つきましては、各費目の給与等管理費などにおける人件費の補正を計上するほか、所要の予算を計上しており

ます。五つの特別会計の補正予算額３,３０５万４,０００円を追加し、補正後の総額を７４億６,７８５万

４,０００円とするものです。 

  詳細につきましては、各所管課長から説明させますので、ご審査賜りますようよろしくお願いいたします。 

○戸上 健委員長 企画財政課長。 

○山下企画財政課長 企画財政課の山下です。よろしくお願いします。 

  それでは、歳入につきましてご説明を申し上げます。予算書の８ページから１１ページをお願いします。 

  歳入、９款地方交付税、１項地方交付税、目１地方交付税です。本補正で必要となる一般財源を財源調整と

して普通交付税４,０００万円を増額するものでございます。 

  続いて、１３款国庫支出金、２項国庫補助金、目１総務費国庫補助金、節１総務管理費補助金です。離島振

興事業で、離島地域資源をＰＲするガイドブック改訂に対する補助金で、補助採択を受けたことから、本補正

として離島活性化交付金２５万４,０００円を計上しております。 

  続いて、節２戸籍住民登録費補助金です。住民基本台帳事務で、総務省における本省繰り越しがされており、

２９年度中にシステム改修を終える必要があることから、本補正として社会保障・税番号制度システム整備費

補助金２５２万４,０００円を計上しております。 

  続いて、目２民生費国庫補助金、節１社会福祉費補助金です。障がい者自立支援給付事業で障がい者総合支

援システム改修に対する補助金で、補助採択を受けたことから、５０万９,０００円を計上しております。 

  続いて、節３児童福祉費補助金です。子育て支援センター事業で、国の補助金を活用し、インターネット環

境を整備するため、子ども・子育て支援交付金９万１,０００円を計上しております。 

  続いて、目７教育費国庫補助金です。文化財保存推進事業で、旧鳥羽小学校保存のために必要な耐震工事に

対する補助金で、内示を受けたことから、文化財建造物等を活用した地域活性化事業費補助金４０７万円を計

上しております。 

  続いて、３項委託金、目２民生費委託金です。国民年金事務で、事務処理の効率化を図るためのシステム改

修経費に対する委託金として、国民年金事務費交付金９２万１,０００円を計上しております。 

  続いて、１４款県支出金、２項県補助金、目２民生費県補助金です。子育て支援センター事業で、国庫補助

金同様、インターネット環境を整備するため、地域子ども・子育て支援事業費補助金９万１,０００円を計上

しております。 

  続いて、目７教育費県補助金です。文化財保存推進事業で、国庫補助金同様、旧鳥羽小学校保存のために必

要な耐震工事に対する補助金で、内示を受けたことから、文化財保護事業補助金４４万８,０００円を計上し

ております。 

  続いて、１６款寄附金、１項寄附金、目１総務費寄附金です。ふるさと納税の寄附金額が当初の想定を上回
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る見込みから、ふるさと納税寄附金１億円を計上しております。寄附金がふえた主な要因は、４月１日付で総

務省から返礼品の内容や返礼割合の見直しに関する通知があり、鳥羽市においてはふるさと納税感謝優待券の

返礼割合を５割から３割に見直しすることと、返礼品から真珠製品を取り下げる要請でした。ふるさと納税の

感謝優待券の返礼割合の見直しについては、４月７日まで５割としたことから、その間の約１週間でいわゆる

駆け込み寄附がありました。真珠製品の返礼品を希望する寄附額は、４月以降増加傾向となりました。これま

での寄附金の状況をまとめた資料の説明を２０款の市債の後に行います。 

  続いて、目２農林水産業費寄附金です。種苗放流事業への寄附金として１３０万円を計上しております。 

  続いて、１７款繰入金、１項基金繰入金、目３ふるさと創生基金繰入金です。ふるさと納税推進事業で特産

品等の返礼に係る報償費及び手数料の増額に対する財源として、ふるさと創生基金から繰入金として

８,６８１万２,０００円を計上しております。 

  続いて、１９款諸収入、４項雑入、目１雑入です。消防車両等整備費維持管理経費で、消防ポンプ自動車の

エンジン破損、修繕に係る費用に対して、説明欄の４５自動車損害共済災害共済金９８万２,０００円を計上

しております。 

  続いて、２０款市債、１項市債、目５土木債です。鳥羽一丁目、二丁目地区で急傾斜地崩壊危険区域指定さ

れた防止工事に係る市債として、急傾斜地崩壊対策事業負担金債１２０万円を計上しております。この市債は、

防災対策事業債を予定しております。 

  続いて、目８教育債です。旧鳥羽小学校校舎耐震工事に係る市債として、文化財保存推進事業債１７０万円

を計上しております。この市債は、過疎債を予定しております。 

  続いて、事前に提出しておりますふるさと納税の寄附金に関する資料についてご説明をいたします。 

  この表は、上のほうが２４年から２９年度１０月までの月別の寄附件数です。下のほうは月別の寄附金額で

す。まず上のほうですけれども、２４年度は１年間で８４件でした。下のほうで２８年度は年間で

５,２４９件でした。２９年度は１０月までで２,０６９件になってます。比較しますと、２８年度の４月から

１０月が１,９２６件になりますので、ことしの場合は１４３件ふえてます。それから、下の月別の寄附額で

すけれども、２４年度は４２５万円でした。２８年度の合計は５億４,６６１万５,０００円です。２９年度の

１０月では２億９,２１２万円になりまして、昨年の４月から１０月までが１億５,７６０万円でしたので、約

１億３,４００万円ほど上がってます。 

  それで、１１月以降の見込みですけれども、下の四角のところに書きましたけれども、下記の点を考慮し算

定したということで、一つ目は、ふるさと納税感謝優待券、１２月からは宿泊観光周遊券に名前を変えました

が、前年度実績に今年度の伸び率０.７１、４月に返礼割合を変更する前の駆け込み分を除いた伸び率を掛け

まして計算しております。それから、真珠製品につきましては、１１月分は前年度実績に伸び率４.２３、こ

れ８月から１０月の平均ですけれども、乗じて算定しております。１２月以降は返礼品から取り下げましたの

で、ゼロ円で算定。それから、その他の返礼品、海産物等ですけれども、前年度実績に今年度の伸び率

０.７１を乗じて算定しております。１２月になりますと１年間の所得が確定しつつありますので、それにあ

わせてふるさと納税が増加するケースがありますけれども、ことしも１２月のふるさと納税に採用しておりま

す。表の一番右のほうにそういったことで１１月から３月分も含めまして２９年度見込み額として６億円を計
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算しております。 

  資料の説明は以上です。 

  歳入の説明は以上とさせていただきます。 

  続いて、予算書の５ページをお願いします。 

  第２表地方債の補正につきましては、急傾斜地崩壊対策事業負担金を目的に限度額１２０万円を、さらに文

化財保存推進事業を目的に限度額１７０万円をそれぞれ追加し、起債の方法等につきましては証書借り入れ、

利率については年３％以内ということで設定しております。 

  以上で説明を終わります。 

○戸上 健委員長 執行部の説明は終わりました。 

  これより質疑に入ります。執行部の説明にありましたが、国や県の支出金については事業に伴うものである

ことから、それらの詳細については歳出の審査の際ご質疑いただきますようお願いします。 

  それでは、質疑はございませんか。ふるさと納税の歳入についてはこの場でやってください。歳出は基金積

立金の中身ですので。歳入に関してはこの場でお願いします。ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、説明員交代のため５分間休憩します。 

（午前１０時１６分 休憩） 

─────────────── 

（午前１０時２４分 再開） 

○戸上 健委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  歳出の審査に入ります。 

  会議冒頭でも申し上げましたが、人事異動に伴う人件費の減額補正の場合は、詳細な説明を省略していただ

いても結構です。 

  それでは、第１款議会費について、事務局長の説明を求めます。 

  議会事務局長。 

○濱口議会事務局長 議会事務局、濱口です。よろしくお願いします。 

  それでは、補正予算書１２ページ、１３ページをお開きください。補正予算の概要につきましては説明記載

はございません。 

  歳出、１款、１項、１目議会費でございます。補正額として３６２万５,０００円の減額をお願いするもの

でございます。内容につきましては、人事異動及び給与改定に伴う人件費の補正によるものでございます。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 局長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 質疑もないようですので、続いて、第２款総務費について担当課長の説明を求めます。 

  総務課長。 
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○寺田総務課長 総務課寺田です。よろしくお願いします。 

  補正予算書につきましては同ページでございます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、目１一般管理費で１４０万円の増額をお願いするものでございます。 

  説明欄１の総務給与等管理費でございます。補正予算の概要の４ページをお願いします。主な内容ですけれ

ども、人事異動に伴う人件費の補正のほか、普通退職者２名に伴う退職手当１,９８２万１,０００円を増額補

正します。また、台風２１号等による災害により突発的な対応が発生したため、これは長雨を伴う大型台風が

連続して週休日に到来したことで、長時間の時間外対応が必要となったためでございます。１１月１日の予算

決算常任委員会で防災危機管理室のほうから報告をさせていただいたとおりでございます。そのため、通常業

務に係る時間外勤務手当の不足が見込まれることから、４７万５,０００円の増額補正をお願いするものでご

ざいます。 

  補正予算書の説明欄のほうへ戻っていただきまして、まず特別職給についてですけれども、副市長の就任が

６月２日付となったことから、それに伴う減額でございます。それから、一般職給扶養手当、通勤手当、住居

手当、児童手当につきましては、職員の人事異動に伴う増減でございます。それから、期末・勤勉手当、職員

共済費につきましては、市長就任が４月２１日であったことと、副市長就任が６月２日であったことと、それ

から職員の人事異動に伴う減額となっております。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 地域経営地方創生担当副参事。 

○山本副参事 企画財政課山本です。よろしくお願いします。 

  続きまして、目５財産管理費でございます。予算書同じく１２ページ、１３ページをお願いします。予算額

として１億１３０万円を補正し、８億９,５５３万３,０００円とするものです。 

  続きまして、説明欄３をごらんください。基金積立金でございます。補正予算概要につきましては４ページ

をお願いします。４ページの積立金、二つになります。一つはふるさと納税寄附金が見込みよりふえているこ

とから１億円の増額を積み立てをすることと、二つ目に、種苗放流事業への寄附金をふるさと創生基金へ積み

立てを行うものです。農水のほうの積立金につきましては農水商工課のほうへまた聞いていただきたいと思い

ます。 

  続きまして、目１４地域振興費でございます。８,７３２万円を補正し、４億３,５５５万８,０００円とす

るものです。 

  説明欄１、地域振興事業で５０万８,０００円を計上しております。補正予算概要の４ページの一番下にな

ります。この事業につきましては離島の情報発信をするために、鳥羽離島ガイドブックの改訂を行うために印

刷製本費５０万８,０００円をお願いするものです。 

  次に、説明欄２の地域振興事業で８,６４８万８,０００円を計上しております。補正予算概要は５ページに

なります。ふるさと納税の寄附件数や寄附金額が想定より増加していることから、特産品の返礼品に係る報償

費７,６４８万８,０００円と、観光協会への手数料９１０万円を増額するものであります。 

  次に、説明欄５、移住・定住促進事業で３２万４,０００円を計上しております。補正予算概要は５ページ

の先ほどの下の欄になります。鳥羽への移住・定住応援事業でございます。この事業は、結婚３０年目の結婚
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記念日は真珠婚ですので、来年が平成３０年ということで、元号が平成になって３０年目の記念の年になりま

す。このことにかけまして、鳥羽市は真珠養殖発祥の地でありますので、その真珠の鳥羽の誇りと真珠文化に

ついてまた再認識していただくこと、深めていただく機会として、この平成３０年１月から、結婚された方に

婚姻のお祝いとして真珠製品を送るための報償費３２万４,０００円をお願いするものであります。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 健康福祉課長。 

○下村健康福祉課長 健康福祉課長下村でございます。よろしくお願いします。 

  続きまして、１８目諸費について、健康福祉課のほうからご説明申し上げます。補正予算書は１４ページ、

１５ページをお願いします。補正予算の概要につきましては同じく５ページでございます。 

  今回計上させていただきました過年度国庫支出金等返還金３,３４７万８,０００円は、民生費国庫支出金並

びに県支出金に係るものでございます。それぞれ平成２８年度実績に基づく負担金等の精算に伴う返還額でご

ざいますが、特に金額の大きいものに生活保護費負担金２,０６５万３,０００円がございます。これにつきま

しては、被保護者の入院及び手術等を伴う高額な医療費等を考慮して、所要見込み額を算定しておりますが、

結果的に不用となったものでございます。 

  なお、このほか概要の５ページに記載させていただきましたもののほか１３件の返還を行うものでございま

す。 

○戸上 健委員長 税務課長。 

○松村税務課長 税務課松村です。よろしくお願いします。 

  項２徴税費、目１税務総務費９３万８,０００円の増額補正につきましてご説明申し上げます。補正予算書

は同じく１５ページでございます。 

  説明欄１、税務給与費管理費９３万８,０００円の内容は、人事異動及び給与改定等に伴う人件費及び台風

２１号等の対応等により時間外勤務手当に不足が見込まれることから、時間外勤務手当を増額補正するもので

ございます。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 市民課長。 

○橋本市民課長 市民課橋本でございます。よろしくお願いします。 

  同ページでございます。項３戸籍住民登録費、目１戸籍費、説明欄１、戸籍事務経費６万９,０００円の増

額でございます。要因は人事異動によるものでございます。 

  目２住民基本台帳費、説明欄１、戸籍住民基本台帳業務経費２５２万４,０００円の増額でございます。平

成３０年度以降に住民票への旧姓併記の制度が開始されますので、システム改修費を計上しております。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 選管書記長。 

○安部選挙管理委員会書記長 選挙管理委員会安部でございます。よろしくお願いします。 

  項４選挙費、目１選挙管理委員会費でございます。３万３,０００円を補正するものでございます。内容は、

給与改定によるものでございます。 
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  以上です。 

○戸上 健委員長 地域経営地方創生担当副参事。 

○山本副参事 予算書の１６ページ、１７ページをお願いします。 

  ２款総務費、５項統計調査費、目１統計調査総務費でございます。２６８万５,０００円を減額するもので

あります。これにつきましては職員の手当、給与に関係するものになります。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 監査委員事務局長。 

○山下監査委員事務局長 同じく補正予算書、６項監査委員費、目１監査委員費、説明欄１、監査委員給与等管

理費でございます。こちらについては１３９万８,０００円の減額で、こちらのほうは人事異動に伴う人件費

の減額でございます。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 担当課長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 概要版の５ページの移住・定住応援事業の中身についてなんですけれども、ちょっと確認なん

ですけど、これは認識としては１月から３月までの分の補正ということでいいのかが１点と、どれぐらいの件

数を予定しているのか確認をしたいんですけれども。 

○戸上 健委員長 地方創生担当副参事。 

○山本副参事 １件目につきましては１月から３月の分になります。件数としましては年間約８０件から９０件

ありますので、案分しまして１月から３月で３０件ほど想定して予算を計上させていただいております。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 同じところで、中の説明文書は鳥羽の誇りと文化について認識を深めていただく機会というこ

とで書いてあるんですが、この辺はどういうふうな感じでアプローチかけていくんですか。ただ真珠を渡すだ

けでこれになると思わへんので。どういう形で。そういう認識を深めてもらうようなところはどういう感じ。 

○戸上 健委員長 山本副参事。 

○山本副参事 この条件としましては、鳥羽市に住所を置いて結婚されるカップルということで、一組に今一製

品贈るというような形にさせてもらいます。真珠の文化は日本でも冠婚葬祭に使われるというような特殊なア

クセサリーにもなっておりますので、そういうところが結婚にちなんで渡すということで今回提案をさせても

らいました。渡す場面づくりになると思うんですが、１月からですので、これからいろいろ広報とかでしてい

くんですが、申請があった時点で最初のカップルには市長とかそういう方に渡してもらう場面をつくったりし

て発信をしていきたいと思っております。 

○戸上 健委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 その真珠養殖発祥の地としての鳥羽という部分もすごく大事なところであって、御木本幸吉翁

の業績とかその辺も、できれば、こういうことがあって鳥羽が真珠の地なんやよというようなところにも触れ
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れるように、例えばわかりやすいような説明文、そういうものと一緒に渡して鳥羽の真珠という部分をわかっ

てもらうとかというのが誇りと文化という部分、それが誇りにつながっていったりするのかなと思いますので、

ぜひ、ただ渡すだけでＰＲになるとかというんじゃなくて、そういったところにもしっかりとアプローチをか

けていってほしいなというのをお願いしたいなと思うんですけど。 

○戸上 健委員長 山本委員の提案というか意見は、単に真珠の品をぽんと渡すだけじゃなしに、どういう体裁

にされるのか。しおりなんかもセットされるのかと。その中身について聞いとるというふうに思います。それ

ご答弁ください。 

  企画財政課長。 

○山下企画財政課長 おっしゃられるようなところは工夫します。それと、もともとは今回のふるさと納税の返

礼品の見直しで真珠製品が取り下げしましたので、その中で観光協会のほうでは返礼品に対する部会をつくり

まして検討します。その中でも、アドバイザー等も含めて、やっぱりこのままで終わるというよりは、真珠文

化を高めていく必要があるんじゃないかというふうな意見もありまして、うちもそういったことも踏まえまし

て考えたところ、結婚式にちなんで、ぜひ鳥羽らしく、金額的には１万円ですけれども、プレゼントしまして、

全国的にもなかなかそういったケースはありませんので、そこはやっぱりうちのアドバンテージを使って、そ

のようにして、まずは、これが全てではありませんけれども、真珠の文化を高めていくような第一歩にさらに

やっていきたいと、そんな思いがありますので、よろしくお願いします。 

○戸上 健委員長 山本委員。 

○山本哲也委員 それは全然賛成なんですけど、そこの真珠が持っとるストーリーですとかその辺をしっかり渡

す人に伝えてほしいなと思いますので。それがないと、多分余り意味ないんですよね。真珠もうたわというだ

けの話やったら。なので、真珠のそういうこと、価値というかストーリーをしっかり伝えて、何で真珠がもら

えるんやろうというところがひょっとしたらおるかもしれませんし、鳥羽生まれ鳥羽育ちじゃない方もみえる

かと思うので、鳥羽において真珠というのはどういうものなんやというのをしっかりとわかるように伝えてあ

げてほしいなというところを一工夫お願いいたします。 

○戸上 健委員長 要望です。 

  他にございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 今、総務の中の説明を受けたんやけど、台風２１号、これ時間外が全部きてますよね。ふだん、

サービス残業というのはうちやってますやんか。それとはちゃんと区別した中の時間外なのか。そこら辺、こ

の２１号の台風の中で時間外が発生しとうと思うんやけど、その中にサービス残業入ってへんよな。これはこ

れってして時間外をつけとうわけやろ。そこら辺どうですか。 

○戸上 健委員長 総務課長。 

○寺田総務課長 サービス残業というものはないものと認識はしておりますので、時間外勤務というのは所属長

が命令をして、その分で勤務をして、その勤務していただいた対価を支払いをしとると認識してます。今回、

時間外の補正をさせていただいたのは、先ほど説明させていただいたように１０月２２日から２９日の間に

３回災害対策本部を設置して、その部分の中の時間外がやはり多額になって、今後、１２月以降の例年時間外
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が必要とされる勤務がございますので、それを対比した場合に不足した部分を今回補正でお願いしたというこ

とになってます。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 トータルはこれ補正の減額と払った時間外のトータル費は違うということでいいんやな。ちゃ

んと払っとるかということを。本当にここに一日おる方もおったわけやで。何人か。そんな人らの時間外を考

えると、おたくの給料管理のほうの４７万円って安過ぎひんかなと思ったもんでな。少ないん違うんかなって。

その中にサービス残業が入っとったら、それは区別せいと言おうと思った。この災害なんやで…… 

○戸上 健委員長 尾﨑委員、サービス残業については違法やもんで、これはありますという答弁をすると大問

題になるもんで、そのあたりちゃんと心得てますという…… 

  総務課長。 

○寺田総務課長 委員長言われたようにその辺は対応ちゃんとしておりまして、時間外手当以外にも振りかえと

いう、平日に振りかえで休みをとるという形で、当然職員もずっと勤務を続けておれば体調崩しますので、そ

の辺は課の職員が協力しながら振りかえをとって体も休めて、また次の業務に勤務できるような体制をとって

もらってますので、その辺でよろしくご理解お願いします。 

○尾﨑 幹委員 やっぱり事務方がまちへ出て土木作業やっとうわけやで。それを事務方の残業と区別して物事

を進めたると、助けてよかったなとか我慢してよかったなとか努力してよかったなと、やっぱり職員さんがま

ずなってもらわないかんわけやでさ。それから見ると、この時間外手当の数字見ると少ないん違うんかなと思

ったもんで。しっかりとやったって。 

（「総務管理費のところ」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 今から出てくるけどさ。それに対してもほとんどの人が出とうみたいなもんやったやんか。 

  以上。 

○戸上 健委員長 他にございませんか。 

（委員長交代） 

○木下順一副委員長 委員長。 

○戸上 健委員 先ほどの真珠の返礼品、移住・定住のやつなんですけれども、単価は幾らに定めて、なぜその

額に定めたんでしょうか。 

○木下順一副委員長 山本副参事。 

○山本副参事 単価は約１万円相当のものを予定しております。今度の真珠製品につきましては一粒のペンダン

ト的なものを予定しております。高価なものになりますと切りがありませんし、ある程度つけていただけるよ

うなものをイメージして選定しました。 

○木下順一副委員長 委員長。 

○戸上 健委員 事前のヒアリングで１万８００円にしたとお聞きしました。何でかというその理由については、

鳥羽を当てはめて１００８００にしたんだということでした。それはなかなか知恵があるなというふうに僕は

言うたんですけれども、先ほどの山本委員から提案のあったしおりもセットしてと。説明ですね。よくわかる。

なぜかということがわかる。文言の中に１万８００円といういわれはこうですというのを書いて。職員の僕は
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知恵やと、工夫やというふうに思いましたもんで、要望しておきます。 

  以上です。 

（委員長交代） 

○戸上 健委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、第３款民生費について担当課長の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○下村健康福祉課長 続きまして、３款民生費の補正についてご説明申し上げます。補正予算書は同じく１６ペ

ージ、１７ページでございます。補正予算の概要のほうは６ページ以降をお願いしたいと思います。 

  最初に、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費のうち、説明欄１の社会福祉給与等管理費におきましては、

人事異動による人件費の差額７２万２,０００円を減額するものでございます。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 市民課長。 

○橋本市民課長 続きまして、説明欄４、福祉医療費助成事業でございます。１２５万２,０００円の減額でご

ざいます。要因は主に人事異動による人件費を計上させていただいております。 

  続きまして、説明欄１０、国民健康保険事業特別会計繰出金３３９万７,０００円の増額でございます。詳

細につきましては特別会計でご説明いたします。 

○戸上 健委員長 健康福祉課長。 

○下村健康福祉課長 続きまして、説明欄１１、介護保険事業特別会計繰出金でございます。こちらのほうにつ

きましては介護保険事業特別会計の補正によるものでございますが、詳細につきましては特別会計のほうで説

明をさせていただきたいと思います。 

○戸上 健委員長 市民課長。 

○橋本市民課長 続きまして、説明欄１２、後期高齢者医療特別会計繰出金１８３万８,０００円の増額でござ

います。詳細につきましては特別会計でご説明いたします。 

  続きまして、目２国民年金費、説明欄１、国民年金給与等管理費１０４万２,０００円の増額でございます。

主な要因は、人事異動による人件費のほか、日本年金機構に提出する届出書、報告書等について、事務効率化

や誤り処理を防止する観点から、データの電子媒体化や新様式の統一化を図るため、システム改修経費９２万

１,０００円を計上しております。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 健康福祉課長。 

○下村健康福祉課長 ４目老人福祉費でございます。老人福祉費では、包括支援センターの業務のうち、平成

２８年１０月の総合事業開始に伴います介護予防給付分のケアプランの作成に係る委託料の不足が生じたため、

５５万７,０００円の補正をお願いするものでございます。 

  続きまして、９目障害者自立支援給付事業費では、平成３０年４月に障害者総合支援法が改正施行されます

ことから、現在使用しております障害者総合支援システムを新しく合わせにいくための改修が必要になってま
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いりました。このことから必要なシステム改修費１０１万８,０００円の補正をお願いするものでございます。 

○戸上 健委員長 子育て副参事。 

○平賀副参事 続きまして、２項児童福祉費になります。目１児童福祉総務費につきましては人件費３１万

７,０００円の増額をお願いするものです。説明欄１、児童福祉給与等管理費におきましては、増額分４万

３,０００円。これにつきましては人事異動に伴うものでございます。 

  説明欄４、子育て支援センター事業２７万２,０００円の増額につきましては、概要のほう７ページ２段目

をごらんください。利用者にとって身近な場所で、ニーズに合ったサービスをコーディネートしたり助言や指

導を行う利用者支援事業（基本型）を円滑に進めるための環境を整備する費用を補正いたしますということで、

６月の会議でこの事業認めていただきまして、あおぞら保育所にあります子育て支援センターとか離島にもサ

ロンのほう出張させていただいてるんですけど、そちらで助産師さんに説明いただいたり相談に乗っていただ

いてりしてます。利用件数としましては９月が３１件、１０月、１１月ともに２２件ということで、既に

７５件の相談を受けているんですけれども、その中でこの事業を円滑に進めるためにインターネットの工事と

パソコン２台につきまして今回補正でお願いするものです。歳入の見込みとしましては、国の補助金、県の補

助金、それぞれ３分の１で９万１,０００円計上しています。これにつきましては以上です。 

  続きまして、補正予算書２０ページ、２１ページでございます。 

  目３児童福祉施設費４８５万６,０００円の減額となります。これにつきましては人件費として職員の人事

異動による減額のほか、その中でも保育士さんも地区指定員に当たってますので、災害の対応として時間外の

補正分２９万６,０００円を計上させていただいております。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 健康福祉課長。 

○下村健康福祉課長 続きまして、３項生活保護費、１目生活保護総務費でございます。こちらのほうでは人事

異動による人件費の差額６０万７,０００円を減額補正するものでございます。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 市民課長。 

○橋本市民課長 項５人権生活費、目１人権生活総務費、説明欄１、人権生活給与等管理費１４万２,０００円

の増額でございます。要因は人事異動によるものでございます。 

○戸上 健委員長 担当課長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、続いて、第４款衛生費について担当課長の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○下村健康福祉課長 続きまして、衛生費の補正についてご説明申し上げます。補正予算書２０ページ、２１ペ

ージをごらんいただきたいと思います。 

  最初に、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、並びに、続きまして２目へき地診療費のところも同様でご

ざいますので、あわせて説明させていただきます。ここにつきましては給与改定及び人事異動による調整差額
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を計上させていただいております。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 環境課長。 

○池田環境課長 環境課長池田です。よろしくお願いします。 

  補正予算書２２ページ、２３ページをお願いします。 

  同じく１目保健衛生総務費のうち説明欄２、衛生給与等管理費につきましては、人事異動に伴います人件費

の増額分６２万３,０００円の補正をお願いするものです。 

  続きまして、２項清掃費、１目清掃総務費、説明欄１、清掃給与等管理費につきましては、人件費の減額分

４万４,０００円の補正をお願いするものです。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 健康福祉課長。 

○下村健康福祉課長 続きまして、３項水道費、１目水道費では、水道事業会計繰出金におきまして、簡易水道

と上事業の統合に伴い繰出基準が変更されたため、その差額３８２万８,０００円を減額補正するものでござ

います。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 担当課長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、続いて、第１２款諸支出金について担当課長の説明を求めます。 

  地方創生担当副参事。 

○山本副参事 諸支出金の説明をさせていただきます。予算書３６ページ、３７ページをお願いします。 

  １２款諸支出金、１項公営企業費、目１交通事業費でございます。補正予算の概要は１０ページになります。 

  説明欄１、定期航路事業特別会計繰出金で、定期航路の船舶運行経費や航路附属経費に不足が生じたため、

定期航路事業特別会計へ予算額１,９０７万６,０００円を増額するものであります。 

  詳細につきましては、この後の定期航路事業特別会計のほうでお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 担当課長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ご質疑もないようですので、説明員交代のため暫時休憩します。 

（午前１０時５９分 休憩） 

─────────────── 

（午前１１時０７分 再開） 

○戸上 健委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  それでは、第５款農林水産業費について担当課長の説明を求めます。 
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  農水商工課長。 

○中村農水商工課長 農水商工課長の中村です。よろしくお願いします。 

  農林水産業費に入る前に、先ほど総務費のほうで積立金の説明がありまして、一部、農水商工課の分があり

ますので、そちらについて先に説明をさせていただきます。補正予算書は１２ページ、１３ページ、補正予算

の概要は４ページをお願いします。財産管理費の積立金１億１３０万円のうち種苗放流事業への寄附金

１３０万円を積み立てておりまして、種苗放流事業に活用させていただきます。 

  続きまして、農林水産業費ですけれども、予算書２２ページ、２３ページ、補正予算の概要は８ページをお

願いします。 

  一番下ですけれども、５款農林水産業費、１項農業費、目１農業委員会費ですが、人件費の調整による職員

共済費９万４,０００円の増でございます。 

  次に、目２農業総務費ですが、人件費調整のほか、台風２１号による農業用施設等の災害対応に係る事務処

理に時間を要するため、時間外手当２０万２,０００円をお願いするものです。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 建設課長。 

○南川建設課長 建設課長の南川です。よろしくお願いいたします。 

  補正予算書２４ページ、２５ページをお願いいたします。 

  目６国土調査費、補正額は３万５,０００円を減額するものでございます。これについては人事異動等に伴

う人件費の補正でございます。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 農水商工課長。 

○中村農水商工課長 同ページですけれども、補正予算の概要も８ページです。５款農林水産業費、３項水産業

費、目１水産業総務費ですが、人件費の調整のほか、台風２１号による漁港施設等の災害対応に係る事務処理

に時間を要するため、時間外手当３万８,０００円をお願いするものです。 

  続いて、目３水産研究所費ですが、人件費の調整による職員共済費１０万４,０００円の増でございます。 

  次に、目５漁港建設費ですが、人事異動に伴う人件費の調整のほか、答志漁港県営化に向けた取り組みの中

で、用地を購入する必要が生じたことから、この取得に係る費用７７万２,０００円を計上しております。 

  詳細につきましては、さきに配付しております資料に基づきまして説明をさせていただきたいと思います。

答志漁港輸送施設用地取得にかかる過去の経緯という書類を提出させていただいておりますので、見ていただ

きながら、それに沿って説明をさせていただきたいと思います。 

  まず、背景ですけれども、現在、市営漁港となっております答志漁港につきましては、県営漁港への移管と

いうことで、平成３０年４月１日に向けて協議を進めているところでありますけれども、漁港内にある一部の

個人所有地の用地買収が完了していなかったため、移管を行う上での懸案事項となっているということで、改

めてこのことが判明しました。今般、当該者との協議を経て、当時からの懸案事項の解決に至ることになりま

したので、この件について説明をさせていただきます。 

  昭和６０年当時ですけれども、大答志漁港の修築事業、トンネル部分ですが、大答志トンネルの工事を進め
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るに当たりまして、トンネル坑口部、入り口、出口に当たりますけれども、ここの個人所有地４名７筆の買収

が必要になりまして、当該年度において３名５筆の土地の買収を完了しております。しかし、そのうちの１名、

所有する土地２筆につきましては、当初買収する方向で協議され、１月１６日付で工事承諾を得た後、１月

３１日付で売買契約の締結がされております。しかし、代金の支払いがされていなかったということで、これ

につきまして、いろいろ関係者等に聞き取り等をしながら調べていきました。そうしますと、この契約の後に、

当時の詳細な協議記録は残っていなかったが、当時の担当者等からの聞き取りによると、当該者が契約後に代

替用地の要求があり、代金の支払いにまで至らなかったということが推測されると。それから、記録に残って

いるのが平成３年、これ懸案事項として解決をしていかなければならないという方向は示されております。し

かし、この推測ですけれども、平行線であったということです。 

  次のページをお願いします。ことしですけれども、４月以降、答志漁港の県営化に向けてこの懸案を解決す

るため、当該者、これトンネルの当時の協議者の相続者ということになりますけれども、数度にわたる協議を

進めてきました。また、法務相談等も行いながら解決方法を模索し、結果として昭和６０年１月３１日付で締

結した当時の契約単価に改めて調査した面積を掛けまして、当該の土地を購入することで当該者から合意を得

ました。上記によりまして、平成２９年１２月補正予算、今回、用地購入費として計上させていただいており

ます。 

  場所は図面のとおりなんですけれども、大答志に出る出口のここにトンネルの構造物があります。この土地

２筆ということになります。 

  説明は以上でございます。 

○戸上 健委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 概要版の４ページ、積立金、歳入にも関連してくるんですけれども、種苗放流事業への寄附金

の内容についてなんですけど、まず、今年度やらないでふるさと創生基金へ積み立てるという形にしたのは、

今年度はもうアワビをたくさん放流したと。来年へ向けて積み立てるという認識でよろしいんですかね。 

○戸上 健委員長 農水商工課長。 

○中村農水商工課長 この寄附金、去年も同額の寄附金を同じ時期にいただいておりまして、これを去年も積み

立てをさせていただいたと。種苗が２.５ミリ、３ミリという大きさに育つタイミングというのもございまし

て、その種苗ができ上がってくるタイミング、それから放流をするのにベストなタイミングを見はからってや

るということになります。ですので、今回のでいいますと、今回寄附していただいたものにつきましては来年

度の放流になります。去年寄附していただいたものをことしの年度末に放流するというふうな格好になってき

ます。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 ありがたい話です。この種苗放流に関しては海女さんの手元へ行くということでいいんですか

ね。市がやる例の実証実験のほうに回るんじゃなくて、海女さんの手元へ行く種苗という認識で。うなずいて
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いただければ大丈夫です。 

  それと、毎年この金額を寄附していただいているありがたい業者さんがみえると思うんですけれども。個人

の方か業者さんか。ぜひお名前聞かせていただけるのであれば、差し支えなければここで公表していただける

と、これを見てる海女さんたちにもわかりやすいんではないのかなと思うので、差し支えなければ教えていた

だきたいんですけれども。 

○戸上 健委員長 農水商工課長。 

○中村農水商工課長 ２社の民間の企業から寄附をいただいておりまして、１社が伊勢せきやさん、それから兵

吉屋さんですね。はちまんかまどの。その２社です。 

○戸上 健委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 ２社とも地元のアワビをお客さんに提供していただいてるということでよろしいんですかね。

認識としては。 

○戸上 健委員長 農水商工課長。 

○中村農水商工課長 そのように伺っております。 

○戸上 健委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 本当に頭が下がります。非常にありがたい話です。委員長、そういうことです。ありがとうご

ざいます。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 農水商工課長、先ほどの河村委員の質問の海女さんの手元に行くのかというので、あなたう

なずいてるだけやもんで、これ議事録に残らんので、そうですというふうに言うてください。 

  農水商工課長。 

○中村農水商工課長 ほとんどの地域で海女さんが磯場へ放流していただくという形をとっております。今回い

ただいたものにつきましても、その地域の海女さんにお手伝いいただいて放流していただく予定となっており

ます。 

○戸上 健委員長 いつもうなずいてもらえれば結構ですという、僕がそういうことを言うて申しわけないんや

けれども、議事録にちゃんと残す必要がありましたので、あえて聞きました。 

  他にございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 先ほどの答志の用地買収。これやっぱり３０年かかったわけですよね。それまでの間の賃貸と

いうのはちゃんと発生しとったの。ここで全部精査したの。そこら辺ちょっと教えて。 

○戸上 健委員長 農水商工課長。 

○中村農水商工課長 ３２年経過しております。この当時に工事の承諾というのは本人さんからいただいており

まして、工事を進めていただいていいということで、先ほど説明したとおり市が購入する方向で契約まで至っ

たんですけれども、その後にやっぱりかわりの土地でという話があったようです。そういう中で、相手方と争

うような形で、相手方が３２年分の占用料とかいう請求があれば、それは払う必要が出てくると思います。そ

こら辺も弁護士さんといろいろ相談をしまして、どういうやり方がいいのかというのを何パターンが示してい
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ただきました。そういう中で、現在の当事者の方と何度かお話しをさせていただく中で、この県営化に向けて

協力したいというふうな姿勢の方でしたので、それで当時の金額でということでお話をさせていただいたとい

うところでございます。 

○戸上 健委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、続いて、６款観光商工費について担当課長の説明を求めます。 

  観光課長。 

○清水観光課長 ６款観光商工費、１項観光費、目１観光総務費で補正額４３０万２,０００円の減でございま

す。説明欄１、観光給与等管理費４２７万７,０００円の減、３のコンベンション誘致事業２万５,０００円の

減、この両方とも人事異動に伴う人件費の減額でございます。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 農水商工課長。 

○中村農水商工課長 商工費でございます。商工費につきましては人件費の調整によるものでございます。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、続いて、第７款土木費について担当課長の説明を求めます。 

  建設課長。 

○南川建設課長 それでは、第７款土木費のほうよろしくお願いします。同ページの２６ページですね。概要版

は８ページをお願いいたします。 

  １項土木管理費、目１土木総務費につきましては１３３万４,０００円の増額をお願いするものでございま

す。 

  ２７ページの説明欄をごらんください。説明欄１、土木給与等管理費についての増減については、人事異動

に伴う人件費の補正によるものでございます。 

  説明欄５、急傾斜地崩壊対策事業につきましては、工事等負担金として１２０万円の増額をお願いするもの

でございます。 

  事前に提出してあります平面図もあわせてごらんください。この急傾斜地崩壊対策事業は、急傾斜地の崩壊

による災害の防止に関する法律に基づき、崖崩れから生命を守るため、急傾斜地崩壊危険区域に指定された区

域において、擁壁工やのり面工などの防止工事を行う事業でございます。市内の危険区域において毎年県へ要

望を行っておりますが、この箇所につきまして５年ぶりに事業の実施が実現いたしました。今回、平成２９年

度から平成３３年度までの５カ年計画で鳥羽一丁目、二丁目地内において実施するものでございます。図の

１号箇所、２号箇所合わせて総事業費は約１億７,９００万円を予定しております。そのうち今回の補正にお

いて三重県が実施します平成２９年度事業としまして、地質の調査と詳細設計業務として１,２００万円を予

定しております。この事業費の１０％を受益者負担金として県へ納付するものでございます。５カ年計画の事
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業費の内訳は、図にもありますように今年度については地質調査及び詳細設計、平成３０年度が用地測量及び

用地買収、平成３１年度が用地買収及び対策工事、平成３２年度が対策工事を予定しております。 

  以上ですけれども、続きまして２８ページ、２９ページをお願いいたします。 

  ２項道路橋りょう費、目１道路維持費につきましては９万８,０００円の増額をお願いするものでございま

す。 

  次の目２道路新設改良費については１４１万９,０００円の減額をお願いするものでございます。このどち

らも人事異動に伴う人件費の補正でございます。 

  次に、５項都市計画費、目１都市計画総務費につきましては９５万９,０００円を減額をお願いするもので

ございます。 

  次の目３公園費につきましては７万円を増額するものでございます。このどちらも人事異動に伴う人件費の

補正によるものでございます。 

  次の６項下水道費、目１特定環境保全公共下水道整備費につきましては５２万２,０００円を減額するもの

でございますが、これにつきましてはこの後担当の水道課から改めてご説明をいたします。 

  続いて、３０ページ、３１ページをお願いいたします。 

  ７項住宅費、目１住宅管理費につきましては３５万１,０００円を減額するものでございます。これについ

ても人事異動等に伴う人件費の補正でございます。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 説明は終わりました。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、続いて、第８款消防費について、消防長の説明を求めます。 

  消防長。 

○益田消防長 消防の益田です。よろしくお願いいたします。 

  補正予算書の３０ページ、３１ページをお願いします。補正予算の概要は９ページをお願いいたします。 

  ８款消防費、１項消防費、目１常備消防費の説明欄１、消防給与等管理費で６１４万６,０００円の減額を

お願いするものでございます。 

  内容といたしましては、人事異動等による人件費の減額補正のほか、新規採用者２名分の制服購入に係る費

用で１２０万円の増額補正をお願いするものでございます。 

  続きまして、目３消防施設費の説明欄２、消防車両等整備経費で９８万２,０００円の増額補正をお願いす

るものでございます。これは、台風２１号により冠水した鳥羽五丁目の道路を出動要請によりまして消防ポン

プ自動車で走行した際、エンジンへの浸水によりまして破損したことから、修繕に係る費用を増額補正するも

のでございます。財源といたしましては市有物件の自動車損害共済災害共済金から全額負担される予定でござ

います。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 説明は終わりました。ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○戸上 健委員長 ないようですので、続いて、第９款教育費について担当課長の説明を求めます。 

  教委総務課長。 

○世古教委総務課長 教育委員会総務課世古です。どうぞよろしくお願いします。 

  ９款教育費、項１教育総務費、目２事務局費、備考欄１、事務局給与等管理費１,０９２万円の増額であり

ます。この主な内訳といたしましては、人事異動によります人件費の調整のほか、普通退職者などの退職手当

８９２万１,０００円、時間外勤務手当２１万３,０００円を増額するものでございます。 

  なお、時間外手当で不足した主な要因といたしましては、台風時の災害待機、社会教育、生涯スポーツ等の

イベントへの協力が例年より多かったこと、また学校統合の推進に関する事務量などが増加したものでござい

ます。 

  以上でございます。 

○戸上 健委員長 生涯学習課長。 

○榎生涯学習課長 教育委員会生涯学習課の榎です。 

  今回の補正では、人件費に係る補正のほか、旧鳥羽小学校の校舎耐震工事についてお願いするものです。 

  予算書は３４、３５ページを、補正予算の概要については９ページをお願いします。 

  款９教育費、項５社会教育費、目１社会教育総務費です。社会教育給与等管理費で３４７万３,０００円の

増額を計上しております。増額の内訳といたしましては、人事異動に伴う人件費３３３万２,０００円の増額

のほか、時間外勤務手当１４万１,０００円を増額するものでございます。時間外につきましては、できるだ

け振りかえによる対応をしておりますけれども、本年度新たに取り組んでおります市立化した海の博物館のに

ぎわいづくりなどの取り組みや台風待機などで時間外業務が増加したことから、今後の時間外の見込みにより

計上させていただいております。 

  次に、目３図書館費につきましては、人件費の調整をさせていただいております。 

  次に、目６文化財保護費でございます。補正予算の概要につきましては１０ページ上段になります。 

  説明欄１、文化財保護事業で６２８万２,０００円の増額を計上しております。補正の主な内訳といたしま

しては、国の登録文化財になっている旧鳥羽小学校の校舎保存に係る事業として、保存のために必要な耐震工

事を行う工事請負費６０１万９,０００円を計上しております。財源の内訳といたしましては、国の文化財建

造物等を活用した地域活性化事業費補助金４０７万円、県文化財保護事業補助金４４万８,０００円、市費

１７６万４,０００円となっております。市費のうち１７０万円は地方債、過疎債の充当の予定でございます。

耐震工事につきましては、本年度と来年度で行う予定で、平成３０年度は４５０万円規模の工事を行い、建物

の耐震工事を完了する予定でおります。 

  提出しております資料のほうをお願いいたします。旧鳥羽小学校校舎の平面図となっております。 

  今回耐震工事を行う箇所と、次年度に予定しております耐震工事箇所について記載させていただいておりま

す。耐震工事につきましては、耐震診断の結果から、補強計画として１階と２階にコンクリートの補強壁をつ

くり補強するものです。補強については、文化財として外観の変わらないように、また内部についても大きな

変化がないように、既設の壁にコンクリートを打ち増しするものでございます。 

  続きまして、項５保健体育費、目１保健体育総務費でございます。 
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  説明欄１、運動施設管理運営事業について、人事異動に伴う人件費の減額のほか、時間外１２万

８,０００円の増額をお願いするもので、差し引き２０１万８,０００円の減額を計上しております。時間外の

増額につきましては、国体に向けた体育館の改修準備や生涯学習課のイベント開催、台風待機などでの時間外

業務が増加したことから今回補正させていただくものでございます。 

  説明は以上となります。 

○戸上 健委員長 学校教育課長。 

○岩本学校教育課長 ９款教育費、６項保健体育費、目４学校給食費につきましては、人事異動に伴う人件費を

お願いしているところです。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 概要版１０ページ、文化財保存推進事業です。先ほどの説明によりますと、今年度の補正の分

と来年度にまたがるという説明でした。国が６５％、県が７％という割合なんですけれども、来年度の工事も

その割合で補助金が来るのかどうか確認したいんですが。 

○戸上 健委員長 生涯学習課長。 

○榎生涯学習課長 ２９年度分で完結し、また３０年度も新たに要求するわけですけれども、３０年度分も同額

の見込みで今現在おります。同様の割合での見込みを予定しております。 

○戸上 健委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 耐震の部分についてはそれで完了ということでよろしいですかね。 

○戸上 健委員長 生涯学習課長。 

○榎生涯学習課長 完了する予定です。 

○戸上 健委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 やめときます。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 他にございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 これいつまで続くか。今回計画の中で実施に移るんやけど、これ本当にあとどれだけかかるの。 

○戸上 健委員長 生涯学習課長。 

○榎生涯学習課長 保存に係る工事としてまず必要なものがこの耐震工事。これを本年度と来年度で完了させた

いと思っております。その次の年度からは雨漏り対策のための防水工事などに取り組んでいく予定としており

ますけれども、ほかの大規模ハード事業との進捗を見ながらの整備になりますので、活用に係る工事となりま

すとかなりの長期にわたると。徐々にやっていきたいという見込みでおります。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 今言われたように耐震改修は３０年、３１年と。 
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（「２９、３０」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 ２９、３０と。それで同じ金額やと。 

（「先ほど言わせてもらったように来年度は若干少なくなる」の声あり） 

○尾﨑 幹委員 少なくなるの。それで耐震は補強できるわけですか。この今言うとる真ん中と端だけで。 

○戸上 健委員長 生涯学習課長。 

○榎生涯学習課長 耐震診断をした結果、その補強で耐震力がつくと。補強はできるということで結果をいただ

いておりますので、その耐震診断で出た結果に基づいての補強計画を計上させてもらっております。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 その耐震診断はいつやられた耐震診断結果なの。 

○戸上 健委員長 生涯学習課長。 

○榎生涯学習課長 耐震診断は２８年の９月に耐震診断判定書というものをいただいておりまして、そこでこの

耐震のデータをもとに耐震工事をさせてもらうということになっております。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 それまでにも耐震診断何回かやっとうと思うんです。旧鳥羽小学校に関しては。保存するかし

いひんかというときの耐震診断と、今回診断を新たにしてもうて２８年しとうわけですけど、それとの温度差

はどれぐらい出たの。何かようけ軽なったような気がするんやけど。コンクリートというのもやっぱり老化す

るものやと思うんですよね。一番最初やったのが鳥羽小学校建設の前やで、十何年前やと思うんです。ちょっ

と僕調べてない、申しわけないけど。そのときに一遍やっとうわけですよ。それと今回２８年度やったときの

温度差って出とうと思うんです。日がたっとう分、やっぱり耐震診断の結果が悪くなっとるというのが普通の

考え方やと思うんですけど、そこら辺どうですか。 

○戸上 健委員長 中山副参事。 

○中山副参事 耐震の関係のこと少し説明をさせていただきます。学校の建てかえのときに実施する判定につき

ましては耐力度調査というものを用いて学校を建てかえるかどうかという判断をしていくと思います。耐力度

調査につきましては耐震診断と異なりまして、年数でアウトになるという、そういう計算式が中に入っており

まして、数十年を超えたものについてはこの建物はだめですという判定になりますので、今回の鳥羽小学校の

建てかえのときに使った、文科省が使っている耐力度調査については尾﨑委員が言われますようにこの建物は

使えませんという形の結果になったというふうに、私は建てかえのときにかかわっておりましてそのように記

憶しております。今回やっておりますのは耐震診断。先ほど榎課長のほうから説明していただきました２８年

という話があったんですが、実は診断は２４年に行ってます。２８年は、昨年度は何をしたかというと、これ

を補強する計画をつくって、それを判定会で認めていただいて、これでＩｓ値が０.７以上、学校の耐震補強

するときの基準値の０.７以上を全ての面で上回っておりますというお墨つきをいただいたのが２８年という

ことですので、昨年、このモニターに出ております壁を設置すればＩｓ値が０.７以上になりますよと、各学

校に補強してきたものと同じ強度になりますというふうなものが出ておりますので、その年数が２８年という

ことですので、そこだけ訂正をさせていただきます。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 
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○尾﨑 幹委員 耐力度診断、子どもたちが本当に入るならばちゃんとしていかないかんという数字ですよね。

それよりも今の段階やと軽くなっとうように僕は思うんです。これ文化財にしたわけですよね。その文化財の

基準に応じた耐震補強でよろしいの。そういう基準で物事、０.７の基準を満たさないかんという本来の形が

ありますやんか。学校として。文化財としてはどれぐらいの耐力度を持ったらいいんですか。一緒ですか。 

○戸上 健委員長 中山副参事。 

○中山副参事 一般は最低０.６かなというふうに思います。ただ、学校は少し上に上げておりますので０.７と

いう数字を採用して、学校とか避難所、主な施設、この建物も同じ考え方で０.７。一般の建物ですと０.６を

クリアすればいいのかなというふうにも思うんですが、学校というところに戻っても大丈夫なところの補強と

いう形をしておりますので、低い数字ではないというふうに。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ということは、この地域の避難所として指定できるということでよろしいの。 

○戸上 健委員長 ちょっと待って、尾﨑委員、そこまで行くと補正予算の中身から大分…… 

○尾﨑 幹委員 少ないか多いか、この６１９万円というのが適正か適正じゃないか。これからふやしていくと

いうふうならば、やっぱりランニングコストという長いスパンで物事を考えていくならばよ。それだけは聞か

せて。 

○戸上 健委員長 中山副参事。 

○中山副参事 ０.７の数字を用いて補強した建物で避難所という扱いをしてる建物ございますので、市民の方

の意見の中にも同じような意見、先日の意見交換会ですとか１２日の見学会でも同じような意見をいただいて

おりますので、その形でも使えるようなことを描いて今回補強に進んでいこうというふうに教育委員会ととも

に考えているところです。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ここをぶち抜いてやった。この校長室の。耐力度診断はどこをぶち抜いとうの。どこで耐力度

診断やった。それだけ教えて。この図面書いてくれるんやったらどこをやって耐力度調査をしたかというぐら

いは出してもらわなさ。というのは、こことここに補強するだけでこの建物は大丈夫やという裏づけ出しても

らわなさ。後でしたらまたお金がかかりましたというのはやっぱり問題やで。ほなもう後でいいわ。もう要ら

んこと言うてしもて。後で教えて。それだけおれ聞いといたらまた言えるよ。 

  以上。 

○戸上 健委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、一般会計補正予算の審査を終わります。 

  昼食休憩のため１時まで休憩します。 

（午前１１時４４分 休憩） 

─────────────── 

（午後 ０時５９分 再開） 
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○戸上 健委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ここから特別会計補正予算５件と企業会計補正予算１件の審査を行いますが、審査は議案番号順に進めます

ので、ご協力をお願いします。 

  それでは、議案第２３号、平成２９年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について担当

課長の説明を求めます。 

  市民課長。 

○橋本市民課長 市民課橋本です。よろしくお願いします。 

  議案第２３号、平成２９年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）をお願いします。補正予

算書４１ページをお願いします。補正予算の概要は１１ページでございます。 

  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３７２万１,０００円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ３５億６,５６２万１,０００円といたします。 

  ４５ページをお願いします。歳出のほうから説明させていただきます。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、説明欄１、総務給与等管理経費３７２万１,０００円の増

額でございます。主な要因としまして、人事異動に伴う人件費のほか、平成３０年度から国保県域化に伴い国

民健康保険の給付状況等を毎月国・県へ報告するためのシステム改修経費３２万４,０００円を計上しており

ます。 

  歳入に関しましては、国庫補助金、国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金３２万４,０００円の増額

と、一般会計繰入金の３３９万７,０００円の増額でございます。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○戸上 健委員長 担当課長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、続いて、議案第２４号、平成２９年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正

予算（第１号）について、担当課長の説明を求めます。 

  健康福祉課長。 

○下村健康福祉課長 議案第２４号、平成２９年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）についてご

説明申し上げます。補正予算書４７ページをごらんください。概要のほうは１２ページでございます。 

  本特別会計の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７２５万４,０００円を追加いたしまして、歳入歳出

それぞれ２６億２,７２５万４,０００円とするものでございます。 

  それでは、補正予算の内容につきまして歳出の部分でご説明申し上げたいと思います。補正予算書の５２ペ

ージ、５３ページをごらんいただきたいと思います。 

  １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費では、説明欄１、総務給与等管理費において人事異動に伴う

人件費の差額１３万円の補正をお願いするものでございます。 

  続きまして、３款地域支援事業、１項地域支援事業、１目地域支援事業費では、説明欄４、包括的支援事

業・任意事業において、包括支援センター職員の人件費の調整に伴い１５万８,０００円の補正をお願いする
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ものでございます。 

  続きまして、５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金では、説明欄２、過年度国庫支出金等

返還金として６９６万６,０００円の補正をお願いするものでございます。これにつきましては、平成２８年

度におきます国・県の介護給付費負担金、低所得者軽減負担金、地域支援事業交付金等の額の確定に伴う精算

によるものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

○戸上 健委員長 担当課長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、続いて、議案第２５号、平成２９年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正

予算（第１号）について、担当課長の説明を求めます。 

  定期船課長。 

○中井定期船課長 定期船課中井です。 

  それでは、定期航路事業の補正予算につきまして説明させていただきます。よろしくお願いします。 

  議案第２５号、平成２９年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、歳入歳出と

もそれぞれ１,９５０万円を増額し、補正後の予算総額をそれぞれ６億９５０万円としております。 

  それでは、補正内容につきまして、歳入から説明させていただきます。補正予算書のページは５８ページと

５９ページをごらんください。 

  １款航路収益、１項営業収益、２目諸収入につきましては、雑入におきまして、地球温暖化対策税還付金

４２万４,０００円を計上するものであります。地球温暖化対策税還付金につきましては、市営定期船の燃料

として使用しました免税軽油の消費量に応じまして、一般財団法人日本旅客船協会より還付された金額でござ

います。還付の対象は、平成２７年度第三四半期から平成２８年度第二四半期までの期間で、軽油の量は

９７万８,８１０リットルです。 

  続いて、５款繰入金、１項一般会計繰入金につきましては１,９０７万６,０００円の増額をお願いするもの

でございます。主な要因としましては、歳出の補正に係る財源の不足分を一般会計から繰入金として補正をお

願いするものであります。 

  それでは次に、歳出の補正内容につきまして説明させていただきます。補正予算書のページは６０ページと

６１ページを、予算概要説明書は１３ページをごらんください。 

  １款定期航路事業費、１項営業費用、１目船員費につきましては、補正額を２０４万５,０００円としてお

ります。主な内容としましては、職員人件費の調整のほか、時間外勤務手当におきまして、法定検査時におけ

る船体の老朽化等による整備箇所確認作業の増加に伴い、現場立ち会い作業の増加等により、当初見込んでい

た以上に時間外勤務手当が必要になったことから、不足分の補正をお願いするものであります。 

  次に、２目船舶費につきましては、補正額を１,６７８万円としております。内容としましては、需用費の

うち船舶燃料の免税軽油の単価が当初の見込みより上昇傾向となっていることから、燃料費の不足見込み分と

して７８８万円、また船体の老朽化等による修繕必要箇所の増加に伴い、修繕料の不足見込み分として



－27－ 

８９０万円の増額をお願いするものであります。 

  燃料費と修繕料の詳細につきましては、あらかじめ提出しました資料で説明させていただきます。 

  まず燃料費ですが、予算決算常任委員会資料の定期船課１、免税軽油落札価格推移という資料をごらんくだ

さい。過去５年間の免税軽油１リットル当たりの落札価格等を表並びにグラフ化したものでございます。グラ

フをごらんいただきますとおり、免税軽油の価格は平成２６年の夏をピークに秋以降は急落しております。ま

た、２８年の春までは低迷しておりましたが、それから徐々に上昇に転じ、２８年１２月から大きく上昇、加

えて直近の価格でも大きく上昇しております。例年、燃料費は前年の１０月から直近の９月までの実績をもと

に、平均単価等で当初予算を編成しておりますので、価格が大きく変動すると時期的にどうしてもずれが生じ

てまいります。表にありますとおり、免税軽油単価の平成２９年度の当初予算の額は、前年の実績をもとに

６８円でございました。しかしながら、落札価格は平成２９年の４月で既に７３円から始まっておりまして、

直近では８０円になって、また今後も上昇することが考えられます。このようなことから、３月までの燃料費

としての不足が見込まれる７８８万円の増額をお願いするものであります。 

  次に、修繕料です。あらかじめ提出しております資料の定期船課２、船舶修繕料月別一覧表という資料をご

らんください。定期船課が所有します船舶６隻の本年度の法定検査等に係ります修繕料などを一覧にしたもの

でございます。一番左に船名と、括弧書きの中には検査の種類を記しております。当初予算では各船の法定検

査で７,６００万円、検査以外の一般修繕として３００万円、合わせて７,９００万円の予算をお認めいただい

ております。 

  次に、表の中ほどにあります５月から３月までは、これまでに行った実績とこれからの予定で、表の右は当

初予算と実績との比較となっております。各船の修繕実績の詳細につきましては、資料の次ページ以降に示さ

れておりますので、説明は省略させていただきますが、法定検査では予算と比較しまして、まず特一中を行い

ました第２５鳥羽丸は約５０万円上回り、第２７鳥羽丸は１１０万円ほど下回りました。第２８鳥羽丸は先日

契約をしたばかりですが、１６０万円ほど上回る見込みでございます。また、５年に一度の定期検査を行った

きらめきは、当初の見込みを３５０万円ほど上回り、かがやきは１４０万円ほど下回る結果となっております。

しおさいにつきましては２月に検査予定なんですが、全体ではこれまでの法定検査だけで当初の予定より

３１０万円以上上回ってしまっております。また、検査以外の一般修繕につきましては、第２７鳥羽丸のエア

コン修繕やかがやきの減揺装置の修繕などにより既に予算を３０万円ほど上回っておりまして、今後予定して

おりますきらめきのランプドアや第２８鳥羽丸のエアコン修繕のことを考えますと、５７５万円の不足が見込

まれることから、法定検査部、一般修繕部合わせて８９０万円の増額補正をお願いするものでございます。 

  船舶の修繕料につきましては、当初予算要求時に修繕箇所の見込みを立て、加えて設計書を組むまでに発生

いたします修繕箇所や、上架後に露見してきます修繕箇所をある程度は見込んで予算を組んでおりましたが、

大きく増額補正をお願いする結果となってしまいました。私どもの見込みが及ばなかった部分はあろうとは思

いますが、船舶は休みなく運航しておりますので、予想外に発生する故障箇所等もございます。何とぞご理解

いただきますようよろしくお願いします。 

  では、再び補正予算書６０ページ、６１ページ、概要説明書は１３ページに戻っていただきまして、４目航

路附属費です。航路附属費では補正額を２５１万３,０００円としております。主な内容としましては、神島
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総合開発センターの屋上に設置しております港湾監視用のカメラが経年劣化等により稼働不良になったことか

ら、修繕料としてその改修費等の増額補正をお願いするものであります。追加資料の定期船課３としては監視

カメラの写真を添付させていただいております。設置したのは平成２２年の３月でございます。 

  最後に一般管理費です。一般管理費の１８３万８,０００円の減額につきましては、人事異動に伴う職員給

与費等の調整でございます。 

  以上、定期航路事業特別会計の補正予算の説明をさせていただきました。ご審議ほどよろしくお願いします。 

○戸上 健委員長 丁寧な説明が終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

  尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 まず、修繕箇所がどんどんふえたりしとる船がやっぱりきらめきまで入ってきとるというのは、

今後の見通しをしっかり立ててもらわないかん裏づけやと思うんさ。そやけどやっぱり船舶修繕の施行に係る

確認作業。確認作業でこんなにやっぱり出てくるものなん。この時間外が。 

○戸上 健委員長 運航管理者。 

○矢田副参事 確認作業のほうにおきましては、うちの乗組員を修繕箇所の損傷ぐあい、作業方法、復旧した後

の運転状態良好であると、異常ないということまで認めるまで立ち会わせていますので、そのような修理箇所

がどんどんふえてきますと、そのたびに延べの人数が多くなってしまう。そういうことになります。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 ただ、やっぱり限られた人ですやんか。これは誰でもできるような確認作業じゃないと思うん

ですね。その対象になる人数は何人ですか。この確認作業するための対象になる人数は何人ですか。 

○戸上 健委員長 運航管理者。 

○矢田副参事 １人もしくは２人です。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 そこでやっぱりこれだけの、本当に全責任を２人が負っとうみたいなスタイルなわけやんか。

確認作業で一番大事な部分、そこをやっぱり２人で物事進めるというのはちょっと問題かな。もう一人ふやす

ことによってもっと循環的、そのときの環境なんやけど、環境に応じてやっぱり。負担がその２人に全部いっ

とうような。１１２万円という補正で組むということは、かなりの期間でずっとこれに当たっとるという裏づ

けにもならへんかなと思ってさ。そこら辺を緩和するためにも、やっぱり技術者が必要なのか必要じゃないか

は来年度にしっかり出さなさ。その２人って今言われたけど、２人がずっと責任持っとうわけやんか。そこら

辺は改善する点があると思うよって、今回は認めますけど、やっぱりそれをせな、いつか１人欠けたらえらい

ことになるというのを今裏づけたと思うよって、そこらは改善点やと思うよって、しっかりやっていただくよ

うにお願いしたいと思います。 

  次に、下の船舶運航経費の修繕費、やっぱり見込み分が、不足見込みがあったというのは、これやっぱり

２８号はエアコンで２００万円もかかるわけ。全部かえるという話なんですか。 

○戸上 健委員長 運航管理者。 

○矢田副参事 第２８鳥羽丸のエアコンは舶用で水冷式で定期船で２隻しか採用してないんですけれども、その
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もの自体が、第２７鳥羽丸が平成９年、第２８鳥羽丸が平成１３年できですので、１５年から２０年経過して

ますので、そろそろ使用に耐えないかなというところで、２００万円近くかかってしまうということですね。

特に外国製品の水冷式ポンプ使ってる、コンプレッサーですので、かなり高額になってしまうということで

す。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 わかりました。ほな次、航路附属。これ監視カメラやけど、２１年に設置するときに、これ何

かあったと思うんやけどな。１０年はもつような、やっぱり潮気が多いと。センターの上につけとうやつやな。

あれをやっぱりしっかりとしたものたてつけという話を僕したと思うんです。平成２０年のかえるときに。そ

れがやっぱり１０年もたへんというのは、今後やっぱり進化しとうわけやで、こういうカメラ系も。これ新し

く２４０万円もかけて新しいものとりつけるんやけど、これはやっぱり耐用年数としてはどれぐらいを考えと

うの。 

○戸上 健委員長 定期船課長。 

○中井定期船課長 重塩害対策のカメラを取り付けるつもりではおるんですが、基本的に機械類はやはりどうし

ても耐用年数等は７年までが上限かと思うんです。今までついていたカメラも大事には使っていたんですが、

最終的に引き金を引かれたのは台風２１号やったのかなとは思います。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 これは遠隔操作ができるやつやね。 

○戸上 健委員長 定期船課長。 

○中井定期船課長 はい、そうです。今でも制御システムは生きてますので、それはそのまま使いたいと思いま

す。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 それを使って大丈夫なん。今まで使っとった遠隔操作の部品というか機材というか、それすら

老朽化していかへんわけなん。それを同時にかえることによって、カメラは今言われたように７年としましょ

う。そやけど、このままそれを使い続けることによって、また３年後には遠隔操作の部品に関してはかえやな

いかんと。そういう予測まで立ってくるということは、同時に進化しとる機材がどんどんふえとうと思うんさ。

それで安なっとうさ。そこら辺を考えると、今回カメラだけと言わんと、もっとイージーなやり方、誰でもい

ざというときに遠隔操作ができるというものがあると思うんですね。これスマホからもできるやつ。それまで

いってない。わかった。かえる時期をやっぱりちゃんと計算していただいて、それでやっぱり無駄のないよう

なものにかえていかなあかんと。台風が一回来るだけで、各部品がやっぱり何かで曲がったりとか、まずレン

ズがいかんようになったりとかする場所はよくわかるけど、それにやっぱり附帯物がようけついとうと思うよ

って、それまでをやっぱりちゃんといいものにしていかな。手の届かん場所やもんで、神島というのは。そこ

はやっぱりこれは活用はかなりあると思うよって、それをしっかりとやってください。 

  以上です。 
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○戸上 健委員長 指摘です。他にございませんか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 大まかな船の修繕費は説明してもらって、資料今読ませてもらったんですけど、これは当然乗

客の安心安全が最優先されるというところで、緊急性を要してこの時期に補正をすぐに組んだという解釈でよ

ろしい。要するに来年度の予算まで待てない内容がここに明記されてるという解釈でよろしいんでしょうか。 

○戸上 健委員長 定期船課長。 

○中井定期船課長 法定検査に係る修繕等は、その修繕を行いませんと検査を通りませんので、法定検査に係る

ものに関してはそうです。それから、一般修繕のほうに関しましても、やはり乗っていただく方々の快適性等

もございますので、ランプドア等は当然のことながら、エアコン等も同じ考え方でございます。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、続いて、議案第２６号、平成２９年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事

業特別会計補正予算（第１号）について、担当課長の説明を求めます。 

  水道課長。 

○浜口水道課長 水道課浜口です。よろしくお願いします。 

  それでは、補正予算書６５ページをお願いします。 

  議案第２６号、平成２９年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につきまして、

歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５２万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ１億４,２０７万８,０００円とするものでございます。 

  ６８ページ、６９ページをお願いします。 

  まず、歳出につきまして、１款事業費、１項業務費、目１総務費において、５２万２,０００円を減額補正

するもので、要因といたしましては人事異動に伴うものでございます。歳入につきましても同じ理由により

５２万２,０００円減額するものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

○戸上 健委員長 担当課長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、続いて、議案第２７号、平成２９年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について、担当課長の説明を求めます。 

  市民課長。 

○橋本市民課長 議案第２７号、平成２９年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）をお願いいた

します。補正予算書７１ページ、補正予算の概要は１４ページでございます。 

  歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３１０万１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ５億２,３４０万１,０００円といたします。 
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  ７４、７５ページをお願いします。 

  歳出のほうから説明させていただきます。 

  １款総務費、項１総務管理費、目１一般管理費２００万１,０００円の増額でございます。要因は人事異動

によるものでございます。 

  ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、１目保険料還付金１００万円の増額、２目保険料還付加算金

１０万円の増額をお願いするものでございます。 

  歳入に関しましては１８３万８,０００円の一般会計繰入金と諸収入１２６万３,０００円の増額でございま

す。償還金、還付加算金が１１０万円、後期高齢者医療広域連合派遣職員の人件費分として１６万

３,０００円を計上させていただいております。 

  補正予算の概要最終ページの１４ページをごらんください。 

  平成２８年１２月後期高齢者医療広域連合の電算システムの設定に誤りがあり、平成２０年の後期高齢者医

療制度の発足以来、青色申告を行っている一部の方について、保険料の均等割部分の軽減判定が誤って行われ、

本来納付すべき金額と異なる保険料が賦課されていたことが厚生労働省により発表されました。これまでの経

緯について、被保険者への通知及び保険料の追徴または還付明細については説明書に記載のとおりですが、実

は先日、確定額の連絡がありました。対象は１６件で１３人、合計３８万１０５円で、全て還付させていただ

くことになります。現在、被保険者への説明とともに、還付先の口座照会等事務手続中ですが、１月中には連

絡があった金融機関の指定口座へ振り込み、還付をさせていただく予定です。算定後の金額が確定しましてか

ら、仮に３月補正で計上させていただいた場合、還付処理が議決後の処理、４月以降になります。対象者への

通知及び還付等を速やかに行いたく、候補者の件数や還付額の金額の明細が見込めない状況であったため、仮

算定として今回の補正予算に計上させていただきました。このような仮算定の計上についてご理解いただきま

すようお願いいたします。 

  以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

○戸上 健委員長 担当課長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 原因としては厚労省のほうに問題があったという解釈でよろしいんですね。しかし、対応は市

民課さんやってもらわなあかんと思うんですけどね。今はやりの還付金詐欺みたいなところで市民の皆さんの

誤解を招くようなことがないように、できれば、忙しいんですけれども、厚労省のかわりに出向いて、ちゃん

と顔を見て応対して、通知を送るだけじゃなくてそういった応対もしてあげると、年配の方のところには、や

り方としては優しいんではないのかなと。時代背景も考えながら適切に応対していただきたいなと思いますけ

れども、いかがですか。 

○戸上 健委員長 横田係長。 

○横田保険年金係長 今回の２回目になりますけれどもお返しさせていただく、先ほど課長のほうからも言わせ

てもらった十何名の方にお返しさせていただいております。前回も実はあった中で、還付させてもらう方には

厚生労働省からおわびの文章とうちのほうの文章、こちらも一緒に同封させていただいて、連絡をさせていた
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だいたという形です。今回もそのような形をとろうかなと思っております。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 河村委員。 

○河村 孝委員 誤解が起こらないように十分気をつけながら対応していただきたいなと思います。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 尾﨑委員。 

○尾﨑 幹委員 これやっぱり広域連合が、広域連合で組んである市町があるわけでしょう。やっぱりうちはこ

れだけの件数があったけど、隣町、市町に対しては同じように、どれぐらいの人数が出とうわけですか。広域

連合内でどれぐらい出たわけ。鳥羽市は１３人という、これ加算していくといろいろあるけど。 

○戸上 健委員長 横田係長。 

○横田保険年金係長 ちょっと三重県内で、これ全国的な話になってきますので、その辺ちょっと広域連合のほ

うに、三重県の分だけでも出してもよろしいのかというのはまたちょっと確認させていただいてから。賦課に

つきましては広域連合のほうで事務をとり行っておりまして、私どもの市町としては徴収とか、あと保険証の

交付とかそういったことをさせていただいておりますので、その点ご理解いただきまして、また広域連合とち

ょっと相談させていただいてからご返事させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○戸上 健委員長 他にございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、続いて企業会計の審査に入ります。 

  議案第２８号、平成２９年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第２号）について、担当課長の説明を求めます。 

  水道課長。 

○浜口水道課長 それでは、議案第２８号、平成２９年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第２号）についてご説

明させていただきます。補正予算書及び補正予算説明資料の１ページをお願いいたします。 

  補正予算書１ページの第２条、収益的収入及び支出の補正といたしまして、収入では第１款水道事業収益、

第２項営業外収益で１６万２,０００円の減額補正を行い、補正後予算額を１３億５,１３８万２,０００円と

するほか、支出では、第１款水道事業費用、第１項営業費用で６０３万５,０００円の減額補正をすることで、

補正後予算額を１０億９,４４６万５,０００円としております。 

  続きまして、第３条の資本的収入及び支出の補正でありますが、次ページの収入では第１款資本的収入、第

５項他会計補助金で３６６万６,０００円の減額補正を行うことで、補正後予算額を３億７,６６０万

７,０００円としております。支出の補正はございませんが、本補正予定により、補正後の資本的収支の差し

引き不足額は２億３,９４０万３,０００円となり、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額

３,３１２万４,０００円、過年度分損益勘定留保資金２億６２７万９,０００円で補塡いたします。 

  それぞれ予算の詳細につきましては予算書１２ページから１３ページの平成２９年度鳥羽市水道事業会計補

正予算実施計画明細書で説明させていただきます。１２ページをお願いいたします。 

  収益的収入及び支出の収益的収入では、款１水道事業収益、項２営業外収益、目２他会計補助金で、国が示

しました平成２９年度の地方公営企業繰出金及び人事異動に伴う児童手当などを再算定したことで、１６万
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２,０００円の減額補正をしております。 

  次に、収益的支出では、会計間の移動に伴う調整など人件費の補正として、款１水道事業費用、項１営業費

用、目２配水及び給水費で４３０万２,０００円の増額、目３受託工事費で４３９万８,０００円の減額、目

５総係費で５９３万９,０００円の減額をそれぞれ行い、合わせまして６０３万５,０００円の減額をしており

ます。 

  また、平成２９年度水道事業会計補正予算を反映させ、営業活動、投資活動、財務活動の流れをあらわしま

したキャッシュフロー計算書を６ページに、給与費明細書を７ページから９ページに、財政状態をあらわす予

定貸借対照表を１０ページから１１ページに掲載させていただいておりますので、ごらんおき願います。 

  以上、平成２９年度鳥羽市水道事業会計補正予算の説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますよ

うお願いいたします。 

○戸上 健委員長 担当課長の説明は終わりました。 

  ご質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ないようですので、特別会計補正予算と企業会計補正予算の審査を終わります。 

  続いて、採決に移る前に、付託された議案について委員の皆様で討議したい議案はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 これまで議論のあった中で振り返りをしたいと思いますけれども、これについて振り返りを

したいというご指摘はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 ありませんか。 

  それでは、委員長のほうからお諮りをします。 

  一般会計の補正の中で山本委員から指摘のあった移住・定住の事業について、真珠製品を贈るという点です。

これについて議会として附帯意見というものを委員長の報告につけたいというふうに思いますので、委員の皆

さんで若干協議をお願いしたいというふうに思います。よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

○戸上 健委員長 それでは、鳥羽市議会基本条例第９条第２項の規定により委員による討議を行いますので、

説明員の皆さんは一時退席してください。 

（午後 １時３６分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時３８分 再開） 

○戸上 健委員長 それでは、会議を続行いたします。 

  予算決算常任委員会として委員の皆さんから議論になった点で、これ論点になるという課題について振り返

りを行って、委員長報告の中に付記したいというふうに思います。 

  先ほども触れましたけれども、移住・定住施策の山本委員からの指摘のあった真珠製品の新婚カップルに対

するプレゼントの件です。執行部のほうの説明を受けたんですけれども、単なるセレモニーに終わらせるので
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はなくて、なぜ真珠製品を贈るのかと、受け取った方にもきちんと理解してもらえるように、鳥羽の文化的な、

伝統的な産業振興につながるような、そういう事業にしてもらいたいという指摘意見がありました。議会とし

ては、その点をもう少しみんなで議論した中で、これは全体の合意として、総意として指摘しようじゃないか

という点を深めていただきたいと思うんです。何かご意見ございますでしょうか。 

  山本委員からもう一遍整理して問題提起してください。 

○山本哲也委員 委員長も言っていただいたんですけど、説明の部分だけですと、ただ単に婚姻届を出された方

に対しての真珠のプレゼントみたいな感じのイメージしかなかったので、鳥羽が真珠養殖発祥の地であること、

また世界の真珠王の御木本幸吉の生誕の地でもあると、そういったストーリーをしっかりと渡す方に伝えてい

ただくことで、そういった文化ですとかというのが伝わって、鳥羽に対する愛着ですとか誇りを持ってもらう

ことにつながるんじゃないかなというように感じております。そういったことを盛り上げていくのはうちから

火をつけて盛り上げていかんとあかんのかなと思うので、そういった手にとっていただいた方一人一人がそう

いう意識を持っていただくことから始まるんかなと思うので、ぜひそういうところをスタートになるプレゼン

テーションといいますか、そういうストーリーをしっかり伝えていただくことがこの事業の本当の一番の目的

になるん違うかなと思うので、ただ単にＰＲとかそんなんでは終わってほしくない事業やなというのが私の思

いでございます。 

○戸上 健委員長 大事な視点だというふうに思います。僕はこう思うと、ほかの委員からご指摘があれば出し

てください。 

  河村委員。 

○河村 孝委員 そういう説明が要るということはすごく大事なことであると私も思います。それと同時に、鳥

羽市民限定ではあるんだけれども、移住・定住の事業に関連してというところで捉えるならば、告知の仕方で

すわね。例えばカップルで鳥羽に移住しようと思ってるような人たちが、じゃ、鳥羽で移住して結婚式を挙げ

ようとなってくれるようになれば最高ではないのかなと思うし、限られた予算ではあるんだけれども、予算の

かからない、よりＰＲ度の高い告知の仕方を研究する必要があるのではないのかなとは思いますけど。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 坂倉広子委員。 

○坂倉広子委員 東京都の品川区ではオリジナルで婚姻届を提出されたときに、例としては１１月２２日がいい

夫婦の日ということで、独自の婚姻届をするときの記念の届をされてるそうなんです。結婚指輪と赤い糸をも

よおした保存用のオリジナルのクリアフォルダーに入れて配付したりとか、お二人の記念写真を張ったりとか、

記念をされてる区役所もあるということなんですね。なので婚姻届の何か絵を入れたりとかされてるので、少

しそのところはオリジナリティーがあってもいいのかなとは思うんですけれども。 

○戸上 健委員長 他にございませんか。 

  真珠に対する意識を深めていただくという観点からは、一番最初の場合は市のほうは市長からプレゼントし、

それを何か発信してＰＲしたいというようなことで、イベント化するというようなこと言ってましたけれども、

その後の人に対して、単に渡すんじゃなくて、これをもらったときの感想をその場で聞いて、そして、びっく

りしたと、鳥羽へ移住してきてよかったというふうなことがあれば、そのカップルの写真と感想文をまとめて
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載せるとか、いろんな工夫をもっとしてほしいというふうに僕も思いました。執行部のさっきの説明では、も

っと考えておるんかもわからんけれども、説明を聞く範囲では、単に真珠製品を結婚祝いとしてプレゼントす

るということに受けとめられましたので、委員の皆さんから出されたさまざまな工夫創意、それを執行部のほ

うとして、担当課として考えてもらいたいという…… 

  山本委員、どうぞ。 

○山本哲也委員 聞いとってなんですけど、結局渡すことで鳥羽市が目立つとかという、そういう方法じゃなく

て、あくまでももらう側が主役やと思うので、何かこれやることで鳥羽市が主役になって、鳥羽市が真珠あげ

てますということでスポットが当たるよりかは、逆やと思うんです。もらう人のほうにスポットを当てやんと

あかんかなと思うので、そういうふうなほうの、発信の仕方一つにしてもそうですけど、何か下心じゃないで

すけど、真珠をやったら報道されるからその真珠をやりましょうやみたいな感じやと僕は意味ないと思うんで

す。なので、本当にもらう側がスポット当たる。例えば、じゃ、もらった真珠をつけて３０年後の真珠婚式に

出ましょうよとか、そういうストーリーがあればすごく感動的なものやったりとかもするわけじゃないですか。

何かそういうふうな鳥羽での３０年とかという部分まで見据えてやるというんやったら僕は大賛成なんですけ

ど、ただ単にあげることで鳥羽市が目立ちますやんかとかという、そんな安易な発想やったら僕はどうかなと

思う話なので。せっかくそこまでの発想が出てきたんやたったら、もう一つ段階上げてほしいなとは思います

し、もっと色がつけられるというか、練ってすればいい企画になると思うので、その辺まで考えてほしいなと

は思います。 

○戸上 健委員長 執行部の提案というか問題意識というのは、ふるさと納税で真珠製品がカットになったと。

産業に携わる人たちの継続させる意味でも、今回の企画にしたという面もあって、それも随分強調されてまし

た。さっき委員から指摘のあったように、もらう側にとってそれがどうなのかという点にもっとスポットを当

てるという意見でした。 

  他にございませんか。 

  世古委員。 

○世古安秀委員 この予算自体がやっぱり移住・定住の関係から予算出てますので、ただ単に１月から鳥羽市で

結婚したら、住所のある人が結婚したら真珠をもらえるという部分でのものと、また、本来のあれの狙いとい

うのは、できたら移住もしてもらいたいというところもありますので、その辺をもう少し関連づけていろいろ

なパンフレットとかそういうふうな中でやっていただきたいなと思うんですけれども。狙いは本当はふるさと

納税、真珠をもらえる、これまで４割ぐらいが真珠製品やったというふうに聞いてますけれども、そういうの

をやっぱりもう一度情報発信したいというふうなところの市の狙いもあるのかもわかりませんけれども、予算

が移住・定住の予算から出してるというふうなところでも、ふるさと納税の基金使ってますけれども、その辺

の関連づけというのをもっと工夫をして当局のほうには情報発信してもらいたいなというふうに思います。 

  以上です。 

○戸上 健委員長 よろしいでしょうか。坂倉広子委員からアイデアが出た、あれは婚姻届カードというのか、

証明書のようなものかな、市から出るのは。それももうちょっと工夫して。最近結婚した人、何かもらったか

いな。婚姻届の。 
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○坂倉広子委員 香川県の丸亀市は婚姻届に名勝の絵を入れて、そのオリジナルの婚姻届を発行してるところも

あるそうです。 

○戸上 健委員長 担当課として、そういう今の意見なんかも参考に、海女のまち宣言も鳥羽市しましたので、

宣言も入れてもらうとか何らかの工夫をしてもらいたいというのを委員長報告の中に附帯意見として書くとい

うことでご同意願いたいんですけれども、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○戸上 健委員長 それでは、採決に移る前に一旦休憩いたします。 

（午後 １時５０分 休憩） 

─────────────── 

（午後 １時５９分 再開） 

○戸上 健委員長 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  これより採決を行います。 

  お諮りします。 

  本委員会に付託されました議案第２２号、平成２９年度鳥羽市一般会計補正予算（第７号）について、原案

どおり可決することに賛成の諸君は起立をお願いします。 

（起 立 全 員） 

○戸上 健委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第２２号については原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第２３号、平成２９年度鳥羽市国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について、原案ど

おり可決することに賛成の諸君は起立をお願いします。 

（起 立 全 員） 

○戸上 健委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第２３号については原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第２４号、平成２９年度鳥羽市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について、原案どおり

可決することに賛成の諸君は起立をお願いします。 

（起 立 全 員） 

○戸上 健委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第２４号については原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第２５号、平成２９年度鳥羽市定期航路事業特別会計補正予算（第１号）について、原案どおり

可決することに賛成の諸君は起立をお願いします。 

（起 立 全 員） 

○戸上 健委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第２５号については原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第２６号、平成２９年度鳥羽市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）につい

て、原案どおり可決することに賛成の諸君は起立をお願いします。 
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（起 立 全 員） 

○戸上 健委員長 起立全員であります。 

  よって、議案第２６号については原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第２７号、平成２９年度鳥羽市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について、原案どお

り可決することに賛成の諸君は起立をお願いします。 

（起 立 全 員） 

○戸上 健委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第２７号については原案どおり可決することに決定しました。 

  次に、議案第２８号、平成２９年度鳥羽市水道事業会計補正予算（第２号）について、原案どおり可決する

ことに賛成の諸君は起立をお願いします。 

（起 立 全 員） 

○戸上 健委員長 ありがとうございます。起立全員であります。 

  よって、議案第２８号については原案どおり可決することに決定しました。 

  以上をもちまして当委員会に付託されました案件は全部終了しました。 

  これで委員会を終わりたいと思いますが、本委員会における委員長報告につきましては、ご一任を願います。 

  これをもちまして予算決算常任委員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

（午後 ２時０２分 閉会） 

─────────────── 
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委員長はこの会議録をつくりここに署名する。 
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